


  

 

はじめに 

 

 自治会は、住みよい地域社会をつくるために、そこに住む人々が地域内の様々な課

題解決に取り組むとともに、親睦を図りながら安全・安心なまちづくりを進める団体

です。 

 近年、日本は少子高齢社会を迎え、我々を取り巻く環境は日々変わっており、地域

社会が抱える課題も多岐に渡っています。そのような中で発生した東日本大震災を契

機とし、日頃から隣近所で助け合える、いわゆる「共助」の重要性が再認識されてい

ます。いざというとき、お互いに助け合える関係を構築していくためには、地域内で

顔の見える関係を作り、住民同士の絆を深めておくことが何よりも重要です。 

 自治会は、住民に最も身近なコミュニティ組織として、防災・防犯などの生活に密

着した活動をはじめとする多様な活動を行っており、自治会の重要性はますます高ま

っていると言えます。 

市では、第 5 次入間市総合振興計画後期基本計画の「コミュニティ」の中で、自治

会を中心とした組織に加え、ＮＰＯなどの市民活動団体、企業、行政など地域を構成

するすべての組織や人々が連携する体制づくりの必要性を掲げています。連合区長会

としても、自治会加入世帯数に多少の増加はあるものの、3 割近い世帯が未加入の状

況の中で、自治会以外の組織、団体との連携は、地域の課題解決をする仕組み作りに

とても重要と言えます。 

今後も、コミュニティ活動の中心として自治会の担う役割は大きく、それぞれの自

治会が抱える加入率低下や役員の担い手不足の問題等、共通の課題については行政と

協働で解決する術を探り、更なる自治会活動の推進につなげていきたいと考えており

ます。 

このようなことから、自治会活動の活性化に役立つものとして「入間市自治会ハン

ドブック（第二版）」を作成しました。 

本書が、各自治会の発展の一助になれば幸いです。 

 

入間市連合区長会会長 
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（１）自治会って何だろう 

自治会とは、一定の地域に住む人々が、その地域でつながりをもち、仲良く助け

合って暮らしていこうとする自分たちの自由な意志によって組織された自主的な任

意団体です。 

自治会が、趣味やスポーツ活動などの親睦を目的とする団体と異なる点は、地震

や火災などの災害時や地域環境の維持・整備をはじめ、日常生活で起こる様々な問

題に対して、みんなで力を合わせて取り組み、その解決を図るという目的を持って

いることです。日常的な親睦・交流を通じて、連帯感を培い、住みよい地域社会を

つくろうということが、自治会の役割だと言えます。 

隣近所のお付き合いと同じように自治会に加入し、気軽に地域の行事に参加して、

自ら進んで住みよい環境を築きましょう。 

 

（２）自治会の意義 
  ① 日頃からのつながりが大きな力になります  

地域の人たちと顔見知りになり、お互いに支え合い、気軽に協力できる温かい

人間関係が育まれ、突然の災害時などに大きな力を発揮します。たとえば、「○○

さんがいない！」というようなお互いの安否確認や救助活動に役立ちます。 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災においては、地域で必要な助け

合いが速やかに行われ、日頃からの横のつながりが非常に重要であることが再認

識されました。いざというときに充分な対応をするには、日頃からのコミュニケ

ーションが大切です。 

 
 ② 今、「地域力」が注目されています  

 「地域力」は、地域に住む人たちが地域の課題に対して協力して取り組む力と

言えます。 

日頃から気軽に声を掛け合える環境は「地域力」を高め、災害のときばかりで

なく、防犯や福祉、教育など様々な分野で効果を発揮し、より住みよい豊かな地

１ 自治会とは 
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域づくりにつながります。防犯パトロール活動は、地域の事件や事故を未然に防

ぐ効果があります。 

 

 ③ 様々な楽しみが得られます  

 地域住民同士の交流やふれあい行事などの自治会の活動を通して、いきいきと

した日常生活を送るため様々な情報や楽しさを得ることができます。 

 

 ④ 地域の困りごとを解決します  

 地域で困ったことが起きたときには、自治会の役員が中心となって、みんなで

問題解決に取り組み、みんなの暮らしを守り、住みやすいまちづくりに努めてい

ます。 

 

 ⑤ 安心して暮らすことができます  

 自治会では、安全なまちづくりに向けて、日頃からパトロールを実施したり、

災害時に備えたりしています。特に災害時には、自治会が避難所等の運営を担う

ため、いざというときに対処できる体制を整えています。 

 
  このように自治会は、私たちの生活に最も身近な団体です。住みよいまちづくり

には、そこに住む人々や団体が互いに手を取り合っていくことがとても大切です。 

  積極的に地域の活動に参加・協力し、安全で安心して暮せるまちづくりを進めて

いきましょう！ 
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（１）地域のふれあい活動 
自治会では、夏まつり、体育祭、敬老会など、様々なイベントや事業を通じて地

域のみなさん同士のコミュニュケーションを図っています。 

また、集会所、自治会館の管理運営も行っています。 

  ◆ イベント用品（コミュニティ備品）の貸出 

連合区長会では、太鼓、半纏、かき氷機、綿菓子機などの祭り用品等の貸

出を行っています。（詳しくは２４ページ） 

◆ 各地区の文化協会や体育協会とともに、文化祭や体育祭などの行事を開催

しています。 

 

（２）地域のおもいやり活動 
 自治会では、地域のみなさんのおもいやりの心で、お互いに助け合い、見守り活

動を行い、お年寄りや子どもたちを見守っています。 
◆ 近隣助け合い活動推進会 

  各地域の民生委員協議会、ボランティア団体、老人会等

の方々と連携し、一人暮らしのお年寄りや高齢者世帯の見

守り活動をしています。 
◆ こども１１０番の家 

子どもの緊急避難的な場所として設置されています。 

 
（３）地域の安全・安心活動 

自治会や老人会、ボランティア団体の方が、防犯パトロールを行い、地域のみな

さんが安心して暮らせるまちを目指しています。 

また、各自治会が自主防災会を組織し、防災訓練を実施しています。防災・防犯

の諸活動を通じて、安心して生活できるまち、災害に強いまちを目指します。 

２ 自治会の活動 
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◆ 地域防犯ネットワーク（通称：※APOC）、一戸一灯運動、防犯灯の設置、

振り込め詐欺撲滅運動 

◆ 交通安全協会、交通安全母の会 

◆ 青少年健全育成推進会、児童・生徒の登下校時の見守り活動、あいさつ運

動 

◆ 各地区自主防災会の防災訓練 

 

  ※APOC とは、正式には AREA
エリア

 PREVENTION
プリベンション

 OF
オブ

 CRIME
クライム

 といいます。 
    『AREA＝地域』で『PREVENTION＝防ぐ』、『CRIME＝犯罪』の略称で、

自治会、学校、ＰＴＡ、こども１１０番の家、交番などが結集して構築された

連合体であり、ファックスやインターネットなどの通信手段を活用し、地域住

民一人ひとり、関係諸団体、警察などが『連携』して防犯活動や犯罪捜査に役

立てようというシステムのことです。 

 

（４）地域の環境・美化活動 

自治会では、市民清掃デーや日常的な環境美化の活動として児童公園、広場、河

川敷等の清掃を行っており、また、ごみ集積所の設置及び管理を行っているところ

もあります。 

さらに、花いっぱい運動、緑化推進運動等も行い、きれいで美しいまちをめざし

ています。 

◆ ごみ集積所の設置及び管理運営、資源回収事業など 

◆ 公園や道路の清掃、花壇への花植えなど

美しいまちに 

みんなできれいに 
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（５）地域の広報紙等配布活動 

 ① 市報等の行政刊行物の配布  

地域のみなさんに必要な地域活動や行政からの情報を周知するために、「広報い

るま」「議会だより」「公民館だより」や各種催物案内等の配布を行っています。 

 

 ② 自治会主催事業のお知らせ  

自治会によっては、独自の地域広報紙や案内などを作成し、自治会主催行事や

自治会活動報告などをお知らせしています。 

 

（６）地域の各団体支援、助け合い活動 
自治会では、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代の交流や協力を図るために、

子ども会、老人会等の活動を支援しています。 
共に助け合うという自治会本来の成り立ちから、日赤社員増強運動・赤い羽根共

同募金・歳末たすけあい募金等の協力もしています。賛同いただいたみなさんの善

意を各募金実施主体に届けています。 
 

元気にあいさつ 

明るいまちづくり 
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自治会と行政（市）は住みよいまちづくりを進めるパートナーです。 

どちらが上でどちらが下ということはなく、より暮らしやすくより安全な地域を

築いていくために、一緒に取り組みを進めていく間柄です。 

 実際には、住民一人ひとりの生活に密着している自治会に対し、市からお願いす

ることも多く、また地域で相互に関わり合いを持ち、協力し合う環境を整えること

が住民福祉の向上につながることから、市では自治会活動を支援しています。 

 自治会からの要望や相談は、そこに住むみなさんの意見であるとも言えますので、

市としても責任を持って対応しています。 

 なお、市政の基本方針である「第 5 次入間市総合振興計画」においては、市が取

り組むべき重要な施策として自治会活動の奨励と振興を位置づけています。 

             

 【関連項目】 

  

○ 自治会報償金 （詳しくは２９ページ） 

  自治会が市からの依頼を受けて対応する業務（広報等の配布や行事への参加・

協力など）に対する謝礼です。 

  

 ○ 自治会活動保険加入費補助金 （詳しくは３０ページ） 

  自治会活動を行うにあたって事故や怪我が発生した場合に備え、自治会ごとに

「自治会活動保険」に加入しています。この保険への加入を促進し、充実した保

障を受けられるよう、市では補助金を交付しています。 

  

 ○ 集会所関連補助制度 （詳しくは３３ページ） 

  自治会がコミュニティ活動の場として利用する集会所に対して、土地の借上料

や修繕工事等の費用を補助する制度を設けています。 

３ 自治会と市との関係 
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自治会の組織は、それぞれの地域の特徴や事情に合わせた無理のない組織とする  

のがよいでしょう。 

 以下に気をつけたい点をあげます。 

 

（１）規約（会則）の整備 

 会社の「定款」にあたるもので、自治会のルールを定めたものです。 

 名称、目的や行うべき事業、会員の対象について定めるほか、意思決定の方法手

順について定めます。 

 自治会は地域のみなさんが自主的に加入するものですので、それらのルールが民

主的なものであることと、その内容が明らかになっていることが求められます。 

 

【主な内容】（特に押さえておきたいこと） 

 

○ 役員の選出方法 役員の選出は互選によるのか、投票によるのか 

 

 ○ 役員の任期   任期は何年か、再選は認められているのか 

 

 ○ 会議の招集者  総会・役員会等の会議は誰が呼び掛けるのか 

 

○ 定足数     意思決定をするときに、その会議が成立するのに必要な 

人数 

 

 ○ 慶弔時の対応  慶事や不幸が起こったときの対応 

            ※ その都度対応が異なるとトラブルに発展しがちです。 

             会則とは別に「慶弔規程」を設ける場合もあります。 

 

 ○ 例外規定    規約に定められていないことが起こった場合の対応 

４ 自治会の組織に関すること 
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（２）役員の構成 
自治会を円滑に運営するため、規約・会則に基づいて役員を置きます。 

 役員はその会にとって重要な存在ですので、総会で決定します。 

 

【役員の説明】 

 

 ◆ 一般的な役職 ◆ 

○ 会長・区長    自治会をとりまとめる代表者です。 

また、ほとんどの会議の招集者となります。 

 

  ○ 副会長・副区長  会長を補佐し、自治会が円滑に運営されるよう様々な

業務に携わる役職です。 

会長に事故があった場合の代理も務めます。 

 

  ○ 会計       自治会の会計（通帳や帳簿）を行う出納責任者です。 

 

  ○ 監査・監事    会計が適正に行われているか審査する役職です。 

 

  ○ 班長・組長    自治会の基礎となる班・組の代表者です。自治会の決

定事項を班員に周知する役目も務めます。 

 

◆ 業務を進めるための役職 ◆ 

  ○ 書記・事務局   文書の準備や発送・記録などのほか、事務的な手続き

等を行う役職です。 

 

  ○ 幹事・理事    自治会の意思決定に加わることや、会長・副会長では

処理しきれない業務を分担する役職です。 

 

○ 委員会・部会   「広報」や「防犯」など、特定の業務を行うグループ

です。 

 

  ○ その他      「分区長」や「分会長」、「事業担当者」など、自治会

の必要に応じて様々な役職が置かれています。 

13



 

 

（３）会議の開催 
様々な方が関わる自治会では、「いつ」「どこで」合意・決定するのかが重要です。 

  総会や班長会議などの合意形成・意思決定の場を頂点に、決定したことを円滑に

進めるための会議（役員会・委員会等）を行います。 

 

【会議の種類】 

 

 ○ 総会  自治会員全員が参加対象となる会議で、自治会としての合

意形成を行い、意思決定をする一番重要な場です。 

役員の選出のほか、事業計画・予算の決定、決算の承認な

どを行います。 

   規約や会則で定足数が定められ、参加者が少ない場合は不

成立となることもあります。 

年に１回開催される場合がほとんどで、回数や開催手続き

も規約・会則に定められています。 

 

○ 班長会議  班長・組長を集めた会議です。 

対象世帯が多い場合などは班長（組長）会議を総会の代わ

りとなる意思決定の場としているときもあります。この場合

には、その旨が規約・会則で定められています。 

また、規約・会則で班長会議について定めておらず、開催

されない場合もあります。 

 

○ 役員会     会長・副会長などの役員が集まり、実務面での重要事項を

話し合う会議です。 

内容によって、集まる役員が変わる場合があります。 
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○ 委員会・部会  規約・会則で委員会や部会を置くことが定められている場

合、対象者が参加して開く会議です。 

あらかじめ決められた範囲内については決定を任せられ            

ていますが、役割の範囲を超える恐れがある場合などは、よ

り上位の会議（役員会など）に判断を委ねます。 

 

◆ 規約・会則に定められていない場合が多いもの ◆ 

 ○ 会計監査    会計の内容を審査する場です。 

規約・会則で定められていることはほとんどありません。 

とはいえ、会計監査を開くことは監査（役員）の権限の一

つですので、自治会の正式な会議となります。 

 

 ○ 担当者会議   必要に応じて、担当者の会議を持つ場合があります。 

事業実施にあたっての打ち合わせや、会議に提案するため

の企画を作成する会合などです。 

 

○ その他     自治会は規約・会則に定められていなくても、必要なとき

に、必要な人に呼び掛け、会合を開くことができます。 

たとえば、防災訓練やパトロールの打ち合わせなどです。 

ただし、自治会長の了解を得る必要があります。 
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（４）会計の処理 
自治会は、会員から集めた会費によって運営されています。 

 また、それ以外にも補助金や助成金、寄付金等の様々な収入があります。 

 これらを整理し、適切に管理するため、会計年度を定め、総会で予算を提案し、

決算の承認を得ます。 

夏祭りや子どもキャンプ等の事業を行っている場合、参加費や祝い金等を受領す

る場合がありますが、事業別会計を組み、本会計上には計上しない方法もあります。 

この場合でも、事業別会計の帳簿はしっかりつくり、本会計との関係が明確になる

ようにします。 

 
【主な収入項目】 

 

 ○ 会費         会員より集める、自治会の主たる収入です。 

 

 ○ 補助金         市や行政機関から交付される補助金です。 

防犯灯維持費や資源再利用の奨励金などがあります。 

自治会側も何らかの負担をする場合があります。 

 

 ○ 助成金     助成金も市や行政機関、各種団体から支給されるものです

が、補助金と異なり、自治会側が資金的な負担をしないものが

ほとんどです。 

 

 ○ 寄付金         会員や地域の企業や団体等から寄せられた寄付です。 

集会所の建設などの目的をもって集めるもののほか、地域の   

篤志家から寄せられるものなどがあります。 

 

 ○ その他の収入  利子や募金等の協力謝礼等の上記のくくりに収まらない収

入です。 
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 ○ 自治会報償金  市から支給される自治会報償金は、自治会の収入として予算

書・決算報告書で報告します。 

本会計に入れるのか、特別会計を組むかは自治会の判断によ

りますが、透明性を確保するため、会員からの求めに応じて提

示できる帳簿を作成します。 

 

【主な支出項目】 

 

○ 事業費     自治会が行う事業に充てる予算です。 

「事業費」という大きな枠組みの中で小項目を立てる場合

や、それぞれの事業ごとに「夏祭り事業費」「敬老会事業費」 な

どのように項目を立てる場合があります。 

 

 ○ 需用費     事業以外に係る経費です。 

    消耗品費や印刷費、食糧費等が含まれます。 

 

○ 賃料・借上料  会場を借用する場合や集会所の用地を借りている場合等の支

払いに充てる予算です。 

 

 ○ 会議費         会議を行う際に必要な費用です。 

 

○ 交際費     外部との付き合いや交渉等の際に支払う費用です。 

 

 ○ 報償費         役員に対する手当や講師への謝礼などです。 

 

 ○ 積立金   集会所修繕のための積立てや何か大きなものを購入するた

めに、何年かに分けて貯めておくためのお金です。 

積立金は本会計と別に通帳や帳簿を作り管理することが望

ましいものと思われます。 
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（１） 情報の収集（個人情報保護）について 

 「個人情報保護法」の対象となるのは、５，０００人以上の個人を特定できる情

報を取り扱う民間の事業者です。 

 市内において５，０００人以上の個人情報を持っている自治会はありませんので、

この法律に直接関係するものではありません。 

 しかしながら、自治会でもこの法律の趣旨をふまえて、個人情報の保護に努める

必要があります。 

 

 ① 集めてよい情報・いけない情報  

ア 会員の氏名、住所、電話番号、世帯の人数については、集めても問題あり

ません。 

イ 本籍地、政治的な信条、信仰する宗教、職業、世帯の収入額などの情報を

集めてはいけません。 

ウ 年齢や既往歴などは、自治会が災害時の要救助者名簿作成や、孤立死防止

のための見回り、敬老会の開催をするためであれば、収集することはやむを

得ない範囲と考えられます。 

エ 集める情報は必要最低限を心がけ、本人が望まない場合は集めないように  

します。 

※ 本人との雑談の中で個人的に知ってしまう場合がありますが、これは問題

ありません。しかし、話すことを強要してはいけません。 

5 自治会の運営 

 

その個人情報、本当に必要ですか？ 
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 ② 実際の手続き  

ア 自治会が個人情報を集める目的を知らせる。（同意を得る） 

イ 管理のルールをつくり、みだりに漏れないよう配慮する。 

「知っているから」と噂話に使うのは論外ですが、持ち歩く際の紛失や誰

でも見られるところへの置き忘れなどにも注意します。 

特に、名簿を第三者に提供する場合には注意をはらいましょう。 

 

 ③ 第三者への名簿提供  

個人情報保護法のもとでも、次の場合は第三者への情報提供が求められます。 

ア 法令に基づく場合（国や県、市が法令に基づく事務を行う際など） 

イ 生命、身体、財産の保護のために必要な場合 

   （火災の発生時の安否確認や児童虐待のおそれがある場合など） 

 

 

 
個人情報の 
取り扱いには 
十分気をつけましょう 
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おはよう 

ございます 

 
はい、 

おはよう 



 

 

 
（１）概要 
 入間市連合区長会は、それぞれの地域で自治会同士の交流や親睦を深めることで、

自治活動の発展と住みよいまちづくりを進め、市全体を発展させるために組織された

団体です。 
 この会は、市内６地区（豊岡地区、東金子地区、金子地区、宮寺・二本木地区、    

藤沢地区、西武地区）からなる１２１の区長、副区長ならびに自治会長、副自治会長

によって構成されています。 
市内６地区の区長会から会長ならびに副会長が選出され、会に８名の役員（会長、

副会長、幹事、監事）を置いています。 
市から１２１の各区・自治会へお願いしたいこと、連絡したいこと等については、

この会の役員会や臨時総会において協議、調整を行った後に、各地区の区長会議で  

お知らせしていきます。 
このように、入間市連合区長会は、１２１の区・自治会を束ねるコミュニティ組織

の代表として、市と連携しながら様々な事業を実施しています。 
 
（２）取り組み 
 入間市連合区長会では、次の事業に取り組んでいます。 
 

内 容 
４

月 
５

月 
６

月 
７

月 
８

月 
９

月 
10

月 

11

月 

12

月 

１

月 
２

月 
３

月 
①臨時総会 ○         ○   
②役員会  ○  ○  ○  ○     
③各部事業説明会  ○           
④区長・副区長全体会議  ○           
⑤市民清掃デー   ○          
⑥防災訓練     ○        
⑦入間万燈まつり       ○      
⑧視察研修        ○     
⑨コミュニティ備品の貸出 随 時 
 
※ その他、年間を通して住みよいまちづくりに必要な活動を随時行っています。 

１ 連合区長会とは 
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 市内１２１の区・自治会はすべて各地区の区長会に所属しています。 

また、区長ならびに自治会長の中から、各地区区長会の会長及び副会長が選出され

ています。 
 連合区長会の役員は、市内６地区の区長会会長６名と副会長２名の計８名で構成さ

れており、幹事及び監事の１名ずつを副会長から選出します。 
 組織図は以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 連合区長会の組織について 
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 連合区長会、各地区区長会では、それぞれの自治会が関わる地域行事を活性化  

するためイベント用品（コミュニティ備品）の貸出を行っています。 
 また、これらイベント用品の整備にあたっては、宝くじの助成金を受けているもの

もあります。 

 

 単位区、自治会の代表者または各地区区長会の会長 

  ※ 自治会以外の団体は申請できません。 

 

 月曜日～金曜日の午前９：００ ～ 午後４：３０ 

  ※ 祝日を除きます。 

 

 ① 電話にて仮予約 

 ② 申請書の提出 

・代表者の印が必要です。 

   ・借用場所をご確認ください。 

 ③ イベント用品の借用 

   ・出発前に一度ご連絡ください。 

   ・借用時、使用前に部品等をご確認ください。 

 ④ 返却 

   ・返却前に必ず清掃してください。 

 

 4 月、5 月分  前年度の 3 月１日 午前９：００より 

 6 月～翌年３月分 当該年度の 4 月 1 日 午前９：００より 

  ※ 受付開始日が土日にあたった場合は、次の平日となります。 

受付開始時期 

手続き 

予約・申請・貸出・返却時間 

３ イベント用品の貸出について 

借用申請できる人（団体） 
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 イベント用品は、破損等の事情により貸出できない場合があります。 

 

 

 イベント用品の貸出・保管場所ごとの一覧です。 

 

 受付：自治文化課 ☎2964-1111 （内線 2141・2142） 

綿菓子機 ガススープレンジ まつり半纏（紺）   50 

かき氷機（バラ氷） 寸胴鍋 まつり半纏（水）   35 

ポップコーン機 ポータブルアンプ まつり半纏（赤）   50 

焼きそば台 長胴太鼓（２尺１寸） まつり半纏（子ども用）  50 

焼き鳥台 長胴太鼓（１尺９寸） 

 ※ 入間市役所の地下が受け渡し場所となります。 

 

 受付：自治文化課 ☎2964-1111 （内線 2141・2142） 

放送設備 テント 

 ※ 防災センターには区長会担当者が常駐していませんので、来所前には必ず、電

話をしてください。 

 

 受付：自治文化課 ☎2964-1111（内線 2141・2142） 

えんぴつ迷路 

 ※ 児童センターとの日程調整が必要となります。 

児童センター 

入間市役所 

防災センター 

貸出・保管場所 

その他 
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 受付：☎2936-0111 

 金子地区区長会が管理する備品です。貸出は金子地区の自治会を優先します。 

綿菓子機 ポップコーン機 長胴太鼓 

かき氷機（バラ氷） 焼きそば台 折りたたみテーブル 10 

かき氷機（ブロック氷） 

 

 受付：☎2934-2002 

 宮寺・二本木地区区長会が管理する備品です。貸出は宮寺・二本木地区の自治会を

優先します。 

綿菓子機 焼きそば台 折りたたみテーブル 20 

かき氷機（ブロック氷） アルミテント（2×３間） 折りたたみ椅子   20 

ポップコーン機 

 

 受付：☎2932-1171 

 西武地区区長会が管理する備品です。貸出は西武地区の自治会を優先します。 

綿菓子機 音響設備 折りたたみテーブル 10 

かき氷機（ブロック氷） アルミテント（2×４間） 折りたたみ椅子   60 

ポップコーン機 

          
                       

                   

西武支所 

宮寺支所 

金子支所 
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（１）自治会の相談窓口について  
 自治会で何か困ったことや市に尋ねたいことがあるときなど、身近な相談窓口は、

以下の部署になります。お気軽にご相談ください。 

 たとえば、毎月配布いただいている「広報いるま」の必要部数が変わったときなど

も下記にご連絡をお願いします。 

 

☎問い合わせ先 

◆ 豊岡地区・・・・・・入間市役所自治文化課 

            ☎2964-1111（内線 2141・2142） 

◆ 東金子地区・・・・・東金子支所  ☎2964-0111 

◆ 金子地区・・・・・・金子支所   ☎2936-0111 

◆ 宮寺・二本木地区・・宮寺支所   ☎2934-2002 

◆ 藤沢地区・・・・・・藤沢支所   ☎2964-1278 

◆ 西武地区・・・・・・西武支所   ☎2932-1171 

 

（２）自治会長・副自治会長が交代したとき  

年度途中に正副自治会長の交代がありましたら、自治文化課へ「自治会役員異動報

告書」をご提出ください。各地区の自治会は「支所」へご提出ください。 

ただし、年度替わりの毎年３月にお願いしている「区・自治会役員報告書」の提出

時には、この報告書を提出していただければ結構です。 

なお、認可地縁団体の区・自治会の場合は、告示事項の変更届の提出が必要になり

ます。 

 

担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 

１ 自治会活動全般に関すること 
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（３）自治会報償金について  
入間市自治会報償金は、自治会の組織を通じた入間市政への協力に対する謝礼とし

て、入間市自治会報償金支給要綱に基づき、各自治会に支払いをしています。 

 

 ① 自治会報償金の使途について  

各自治会で受け入れた自治会報償金は、自治会の判断で次のようにご活用くださ

い。 

ア 会長はじめ、各役員への報酬として支出できます。 

イ 市からの報償金と同額、減額、または増額して支出することもできます。 

ウ 役員報償金以外の支出項目で、その他の自治会活動を達成するために支出す

ることもできます。 

 

 ② 支払い先と会計処理について  

自治会報償金は各自治会が指定する口座に振り込みます。公金である入間市予算

の支出ですので、その受け入れも各自治会の会計収入として取り扱うよう明確にし

てください。 

 

 ③ 予算と決算について  

各自治会の通常総会における予算と決算に、収入として自治会報償金を計上して

ください。 

また、役員報償金を支出する場合は、支出の部にも計上をお願いします。 

 

担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 
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（４）自治会活動保険加入費補助金について  

 ① 自治会活動保険とは  

自治会活動保険とは、区・自治会が自治会活動を運営していく中での賠償責任、

傷害、傷害見舞費用、費用損害が発生した場合の保険です。 

◆ けがのみならず、賠償事故も補償されます。 

◆ 自治会を契約者とする一括契約で、健康診断書等の提出も原則として不要な

ため、契約手続きが簡単です。 

◆ 加入世帯数に応じて団体割引（5～20％）が適用される場合があります。 

※ 催し物等の傷害保険とは違いますのでご注意ください。 

 

 ② 加入方法ついて  

直接任意の保険会社と相談し、加入してください。 
※ 保険会社との相談の中で、どこまで保険が適用されるのか必ず確認してくだ

さい。 

 

 ③ 補助内容について  

自治会活動保険契約額の１／２を補助（100 円未満の端数は切り捨て）します。 
補助金額が下記の補助限度額を超えた場合（世帯単価２５０円で加入した場合な

ど）、限度額までの補助となります。 
 
 

 

 

※ 「費用損害」とは、事業を行うための準備にかかった経費の補償を行う「費

用損害補償」に対する補助です。 

たとえば、雨でお祭りが中止になり、注文しておいたお弁当のキャンセル料

が発生したときや、屋外映画会が荒天で中止になり、レンタルした上映装置の

キャンセル料を支払ったときなどです。 

補助限度額 =  

（世帯数×164 円＋8,650 円〔費用損害〕）÷2  （100 円未満の端数は切り捨て） 
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 ④ 補助金額の請求方法について  

交付請求書に次のものを添付して、自治文化課へ提出してください。 

ア 領収書の写し 

イ 加入証書（保険証券）の写し （割引率や費用損害補償の状況等を確認する

ため） 

 

 ⑤ 保険の対象について  

保険の対象となる活動や事業は、①総会資料（事業計画）②役員会等の資料・議

事録等で確認できるものとなります。それ以外の活動等は、保険の対象とならない

恐れがありますのでご注意ください。 

なお、必要な資料等については、保険業者にご確認ください。 
 

担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 

 

（５）地域活動傷害見舞金制度について 

 ① 目的について  

地域活動中に負傷または死亡した方に対し、見舞金を支給することにより、地域

活動の振興を図ることを目的とするものです。 

 

 ② 支給範囲について  

以下のいずれかに該当する活動（公務による場合は除く）に従事し、傷害を受け

た方またはその遺族に対して支給されます。 

ア 市の依頼に基づき、区、自治会または衛生自治会が行う公共活動 

イ 市の依頼に基づく市民清掃デーによる清掃活動 

ウ 市、自主防災会等が計画した防災訓練活動 

エ 災害活動 

オ 市または入間市社会福祉協議会が依頼した業務 

カ 以上のほか、これに準ずる活動と市長が認めたもの 
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ケガには 
十分気をつけましょう 

 ③ 見舞金の額について  

 
 

等級 傷 害 の 程 度             金  額 

1 死亡した場合 1,000,000 円 

2 1 年以上の治療を要する負傷を受けた場合 300,000 円 

3 6 ヶ月以上 1 年未満の治療を要する負傷を受けた場合 100,000 円 

4 3 ヶ月以上 6 ヶ月未満の治療を要する負傷を受けた場合 50,000 円 

5 1 ヶ月以上 3 ヶ月未満の治療を要する負傷を受けた場合 30,000 円 

6 1 週間以上 1 ヶ月未満の治療を要する負傷を受けた場合 20,000 円 

 

 ④ 届出について  

見舞金の支給を受けようとするときは、本人または同居の親族が、所定の届出書

に医師の診断書（死亡した場合は、死亡診断書または検案書）またはその写しを添

えて、傷害を受けた日から 30 日以内に市長（自治文化課）に届け出てください。 

    
担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 
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（１）集会所土地借上料補助金について 

地域のコミュニティ活動の重要な拠点である集会所の用地を区・自治会が借上げて

いる場合に、地代の補助をしています。 

 （平成２５年７月現在 対象自治会は１７の区・自治会です。） 
    

担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 
 

（２）集会所建設費（改修・新築）補助金について 

市では、地域のコミュニティ活動の重要な拠点である集会所・公会堂等の新築や改

築、改修に補助を行っています。 

 金額等の関係上、補助にあたり議会にはかる必要がありますので、検討をはじめる

際には一度自治文化課へご連絡ください。 
   

内 容 補 助 金 額 実施時期等 

集会所等の新築 
工事費の１／２以内 

 ただし県の補助対象となった場合は別途規定あり 

相談を行った年度から 

2 年後以降 

集会所等の改修 
工事費の１／２以内 

（25 万円以上 500 万円以内） 

毎年度 4 月末までに 

次年度の要望を提出 

倉庫の改修 
工事費の１／２以内 

（25 万円以上 100 万円以内） 

毎年度 4 月末までに 

次年度の要望を提出 

 

※ 要望にあたっては、自治会内での同意が必要です。 

また、必ずしも補助対象となるわけではありません。 
 

担当：自治文化課 ☎2964－1111 

（内線 2141・2142） 

２ 集会所の運営に関すること 
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（１）防犯灯の設置について 

お住まいの区・自治会に新しく防犯灯を設置したい場合は、区長・自治会長名で防

犯灯設置申請書を防災防犯課に提出してください。 

 
担当：防災防犯課 ☎2964－1111（内線 2152～2154） 

 

（２）防犯灯維持管理費の助成について 

 防犯灯維持管理費補助金  
区・自治会が維持管理している防犯灯の電気料相当額及び 1 灯につき、年間４００

円の維持管理費を補助します。 

 器具交換（電球交換を除く）や移設、撤去、新設をした場合に、自治会が支払った

額の１／２に相当する額（１００円未満の端数は切り捨て）を補助します。 
 
  担当：防災防犯課 ☎2964－1111（内線 2152～2154） 

３ 防犯に関すること 
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（１）自主防災訓練の助成について 

  自主防災組織整備事業補助金  

防災訓練を実施する自主防災会（区・自治会）に対して、 

必要な資機材の購入や、防災訓練の実施に必要な経費に充て 

ていただくために補助金を交付しています。 
 

担当：防災防犯課 ☎2964－1111（内線 2152～2154） 

 

４ 防災に関すること 

 

 
準備が 

 
大事です 
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（１）市民清掃デーについて  

市は、連合区長会と共催して、市民清掃デーを毎年６月の第１日曜日に実施してい

ます。 

なお、市民清掃デーに参加いただいた世帯数に応じて、自治会に補助金を交付しま

す。 

詳しくは、５月上旬に担当から自治会へ、郵送にてお知らせします。 

 

担当：総合クリーンセンター ☎29３4－5546 

 

（２）資源再利用奨励補助金について 

自治会、子ども会などによるリサイクルの推進を図るため、資源ごみの集団回収

を積極的に推進しています。 
市内に住所を有する方で組織した営利を目的としない団体が、資源として再利用

できるものを回収した場合に補助金を交付します。 
 

担当：総合クリーンセンター ☎29３4－5546 

 

（３）ごみ集積所の設置・修理の助成について 

新規にごみ集積所を設置、または既存の集積所を修繕する場合は、設置費用等に

より補助金を交付しています。 
 

担当：総合クリーンセンター ☎29３4－5546 

５ 環境美化に関すること 
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（４）蜂防護服の貸出について 

 蜂の巣ができてしまったら・・・  
市では、蜂の巣を駆除する際に安全に作業できるよう、駆除用の防護服を無料で

貸出しています。市内の土地および建物に巣が出来てしまった場合を対象とします。 
◆ スズメバチの駆除については、基本的に個人が駆除することは危険なため、

専門業者に依頼してください。 

  ◆ アシナガバチの駆除については、防護服を着用しての個人による駆除が可能

です。高所等危険な場所にある場合は専門業者に依頼してください。 

 
担当：環境課 ☎2964－1111（内線 3222） 

 

（５）衛生自治会について 

年２回の空き缶拾いをはじめ、害虫駆除、ポイ捨て防止の啓発活動等を行い、地

域の生活衛生の向上や環境美化に務め、住みよい環境及び保健衛生の推進を行うこ

とを目的としています。 
 

担当：環境課 ☎2964－1111（内線 3222） 

 

みんなできれいなまちにしよう 
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（１）敬老会について 

市と社会福祉協議会では、市民の長寿を祝うとともに、高齢者が健康で生きがいに

満ちた生活が過ごせる地域社会の実現を目指して、各種敬老事業を展開しています。 
敬老会は、住み慣れた地域において、高齢者同士が地域内での交流ができる絶好の

機会であることから、より多くの地域で実施していただけるよう支援しています。 

◆ 敬老会の開催のための資料として、自治会ごとの対象者名簿（各年度末現在で

７７歳以上の方）の提供をします。 

◆ 敬老会会場として、市民会館・産業文化センター・農村環境改善センターを

希望される場合は、あらかじめご相談いただければ会場の予約手続きを行いま

す。 

 

担当：高齢者福祉課 ☎2964－1111（内線 1342） 
入間市社会福祉協議会 ☎2963－1014 

 

６ 敬老会に関すること 
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（１）地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、高齢者のみなさんがいつまでも住み慣れた地域で安心し

て暮らしていけるように、介護･福祉･健康･医療など、様々な面から支える機関です。 
本人や家族等からのいろいろなご相談をお受けしています。 
専門職が関係機関と連携して対応しますので、高齢者やその家族等が、介護などで

困ったり悩んだりしている場合は、お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

 
地域包括支援ｾﾝﾀｰの 

名 称 
所 在 地 電 話 担 当 地 域 

豊 岡 東 
豊岡一丁目 16-1 

入間市役所内 
2960-1050 

豊岡、東町（六丁目 2･3 除く）、
向陽台、大字黒須 

豊 岡 西 
扇台六丁目 3-33 

エクセル扇台 
2960-5010 

扇町屋、扇台、久保稲荷、 
善蔵新田 

豊 岡 北 
黒須二丁目 3-13 

黒須公民館となり 
2901-2501 

黒須、河原町、春日町、 
宮前町、鍵山、高倉 

東金子地区 
大字小谷田 1656-1 

入間老人ホーム内 
2960-6322 東金子地区 

金 子 地 区 
大字中神 853-1 

特別養護老人ホーム扇揚苑内 
2935-0225 金子地区 

宮寺･二本木地区 
宮寺 2655-1 

老人福祉センターやまゆり荘内 
2935-0082 宮寺・二本木地区 

藤   沢 
大字上藤沢 730-1 

健康福祉センター内 
2960-6307 

上藤沢、下藤沢、 
東町六丁目 2・3 

東 藤 沢 
東藤沢五丁目 7-1 

東藤沢公民館前 
2901-7025 東藤沢 

西 武 地 区 
大字新光 115-5 

杏花里デイサービスセンター内  
2931-3311 西武地区 

 
担当：高齢者福祉課 ☎2964－1111（内線 1342） 

７ 高齢者の介護・福祉・医療に関すること 

 

関係機関とのネットワーク  

地域包括支援センターの専門職 

保健師等 社会福祉士 主任ケアマネジャー 

行政機関 
医療機関 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 民生委員 社会福祉 
協議会 

NPO 法人 
介護ｻｰﾋﾞｽ 

事業者 
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（２）高齢者等見守りネットワーク 
「元気でいるネ！ット」について 

 「元気でいるネ！ット」とは  

入間市高齢者等見守りネットワーク「元気でいるネ！ット」は、地域のみなさん

の日頃のさりげない見守り・声かけによって、高齢者・児童・障害者など（高齢者

等）が、住み慣れた地域で安心して暮らせるためのしくみです。 

見守る人、見守られる人を特定せず、地域の高齢者等をさりげなく見守ります。 

これにより、高齢者の孤立防止、認知症の方とその家族への支援、高齢者や児童

等の虐待防止、消費者被害の防止、災害時における安否確認などの課題に地域全体

で取り組んでいきます。 
 

 どのように見守りを行うの？  
地域のみなさんが、日常生活や仕事の中で、「ちょっとおかしいな」と感じたと

きには、地域包括支援センターや市などに連絡してください。地域包括支援センタ

ーや市では、状況を確認し、内容に応じて関係機関等と連携し、必要な支援を行い

ます。 

◇ 郵便受けに新聞などが何日分かたまったままだけど、もしかして？ 

◇ 怪しい業者さんが出入りしている・・？ 

◇ このお年寄り、徘徊しているのでは？ 

◇ このお宅、何日も洗濯物が干しっぱなしになっているなぁ・・ 

◇ いつも子どもの泣き声が聞こえてくるけれども、もしかして？ 

みなさんも、ちょっとした異変に気づいたら、お気軽にご連絡ください。 

 

担当：高齢者福祉課 ☎2964－1111（内線 1342） 

地域包括支援センター（詳しくは３９ページ） 
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（１）交通安全について 

交通事故の危険から市民を守り、安心して日常生活が送れるようにするために、道

路照明灯、道路反射鏡（カーブミラー）、警戒標識等交通安全施設の設置および維持

管理を行っています。 

また、信号機の設置、横断歩道の設置・補修、速度規制、止まれ等の規制標識、ス

クールゾーン規制等の交通規制に関することは、狭山警察署を通じ、埼玉県公安委員

会へ要望しています。 

 

担当：市民生活課 ☎2964－1111（内線2211～2213） 

※ ガードレール等防護柵の維持管理等は、道路管理課（内線2311～2314） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）道路等の照明灯について 

現在、市には数種類の道路の照明灯があります。 

種類によって管理者が異なりますので、ご注意ください。 

 

 ① 防犯灯  

蛍光灯タイプ、ＬＥＤタイプ、水銀灯タイプ等の照明灯で、自治会が電気代の支払

いや修理等の維持管理を行っています。設置の相談、補助金等は防災防犯課までご相

談ください。 

 
担当：防災防犯課 ☎2964－1111（内線 2152～2154） 

８ 道路に関すること 

交通ルールを 
守ろうね 
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 ② 道路照明灯  

ラグビーボールのような楕円形の形状をした照明灯で、蛍光水銀ランプ、ナトリ

ウムランプ、ＬＥＤランプがあります。 

  管理者は道路によって違うため、問い合わせ先等が異なります。 

   ◆ 市道：市民生活課 

   ◆ 県道および国道299、407、463号：飯能県土整備事務所 

   ◆ 国道16号：大宮国道事務所 大宮出張所 

   

ア 設置の相談 

    市では、区長または自治会長からの申請により、道路照明灯を横断歩道付近、

交差点付近、見通しの悪い屈曲部付近等に設置しています。 

道路照明灯の設置を希望される方は、お住まいの区長または自治会長にご相

談ください。 

イ 点灯していない場合、または、昼間に点灯している場合 

    道路照明灯には、市の管理用シールを貼付しています。道路照明灯が点灯し

ていない、または、昼間に点灯している道路照明灯を見かけた場合は、目印に

なる場所や管理用シールに記載された番号を市民生活課までご連絡ください。 

 
担当：市民生活課 ☎2964－1111（内線2211～2213） 

   飯能県土整備事務所 ☎042－973－2281 

   大宮国道事務所 大宮出張所 ☎048－663－4935 

 

 ③ 公園灯・公園管理灯  

公園敷地内に設置されている照明灯は、 

みどりの課が管理しています。 

なお、県営公園は、埼玉県の管理です。 

 
担当：みどりの課 ☎2964－1111（内線 4271・4275） 

   飯能県土整備事務所（管理係） ☎042－973－2281 
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道路の補修箇所を見つけたら 
 
 
 
 
 
 

 

市役所 道路管理課まで 

 ④ 街路灯  

    商店街や商工会などが管理している「街路灯」、マンション等の施設の照明、大

型店舗の駐車場灯などがあります。 

  これらについては、それぞれの管理者（所有者）にご相談ください。 

 

（３）道路反射鏡（カーブミラー）について 

道路反射鏡（カーブミラー）は、区長または自治会長からの申請により、見通しの

悪い交差点付近および屈曲部付近に設置しています。 

道路反射鏡（カーブミラー）の設置を希望される方は、お住まいの区長または自治

会長にご相談ください。 

道路反射鏡（カーブミラー）の角度が変わった等見えづらくなった場合には、管理

用シールに記載された番号と目印になる場所を市民生活課までご連絡ください。 

 

担当：市民生活課 ☎2964－1111（内線 2211～2213） 

 

（４）道路の補修、陥没場所などの報告について 

 陥没した道路や壊れた側溝のふたなど、道路で危険な場所がありましたら、道路管

理課までご連絡ください。 

 また、市の水路の管理も行っています。 

 

担当：道路管理課 ☎2964－1111（内線 2311・2315） 
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認可地縁団体とは、一定の条件を満たして法人格を取得した区や自治会をいいます。 

認可地縁団体になると、集会所や土地などの資産を団体名で不動産登記することが

できます。法人格がない（認可地縁団体ではない）場合には、代表者の個人名や役員

の共有名義で資産を登記することになるため、相続が発生した際や名義を変更すると

きなどに訴訟に発展する場合があります。 

その代わり、認可地縁団体で「代表者の交代」や「所在地の移転」、「規約の改正」

等の団体としての重要事項に変更があった場合は、市へ届出をする必要があります

（市はこの届出を受けて変更内容を告示しています）。また毎年住民税の免除申請等

の手続きをする必要が出てきます。 

事務の上での負担はありますが、区・自治会内での不動産トラブルを避けるため、

市では認可地縁団体になることを推奨しています。 

平成２５年７月現在、入間市内でも３つの区・自治会が認可地縁団体となっていま

す。 

 

 ※ 不動産所有の目的が無い場合は制度の趣旨から外れるため、認可地縁団体とな

ることはできません。 

 

担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 
 
 

９ 認可地縁団体について 
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 この「市民提案型協働事業」は、福祉・教育・環境・観光・まちづくりなど複雑化・

多様化する地域の課題や地域住民のニーズに対して、自治会や新しい公共の担い手で

あるＮＰＯなどの市民活動団体と市が互いに知恵を出しあい、協働で事業を行うこと

で、地域の課題解決、市民サービスの向上を図り、市民が主役のまちづくりの推進と

市民二ーズに合った公共サービスの提供を目指すものです。 
 この事業にあたっては、団体が提案した事業に要する情報提供、情報発信、人的支

援、経費に対して支援を行います。 
  
 ※ 主なスケジュールは以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当：自治文化課 ☎2964－1111（内線 2141・2142） 

１０ 市民提案型協働事業について 

募集説明会      12 月 

募 集 期 間     12 月～翌年 1 月 

第一次審査     翌年 2 月 

第二次審査     翌年 3 月 

選考・契約     翌年 4 月 

事 業 期 間   翌年 5 月～翌々年 2 月 

事業報告会     翌々年 3 月 
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 市内には 30 を超える特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）があるほか、専門的な技

術や、特定の分野の活動に長けている熱意ある市民活動団体が数多くあります。 

 「ＮＰＯ法人まちづくりサポートネット元気な入間」では、自治会からの相談を受

け、これらの団体を紹介し、コーディネートする取り組みを行っています。 

 まずはお気軽にお問い合わせください。 

 

市内のＮＰＯの活動例 

  ◇ 河川などの環境保全      ◇ 大学・高校教育情報の提供 

  ◇ 障害のある方の支援      ◇ 芸術文化 

  ◇ 自然体験           ◇ スポーツ 

  ◇ 里山・森林の活用と保全    ◇ 高齢の方への就労・生活支援 

  ◇ 子育て・保育         ◇ 中高齢者の転倒防止 

  ◇ 都市と農漁村の交流      ◇ 女性の自立支援 

  ◇ 釣りのマナー向上       ◇ 応急手当・救命講習 

  ◇ ＡＤＨＤ（注意欠陥／多重性障害）を持つ方の支援 

                           ・・・・など 

 
担当：ＮＰＯ法人まちづくりサポートネット元気な入間 

      ☎2964－2511（入間市市民活動センター） 

 

１１ ＮＰＯの紹介窓口について 
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（１）電柱のことで相談したいとき 

 ① 東京電力で管理しているもの  

※ 電線が切れている場合などもこちらにご連絡ください。 

   担当：東京電力カスタマーセンター ☎0120－995－442 

   

 

 ② ＮＴＴ東日本で管理しているもの  

   担当：☎113（固定電話から） 

☎0120－444－113（携帯電話等から） 

 

 ③ 上記以外の所有者がいる場合  

  電柱の所有者が明確な場合は、その所有者にご連絡ください。 

  所有者がわからない場合は、その土地の所有者にご確認ください。 

  ※ 原則として、１つの電柱に２つの標識がついている場合には、下の標識が所

有者になります。 

 

（２）道路に犬や猫などの死体を発見したとき 

  平日（月～金曜日）  

担当：総合クリーンセンター ☎2934－5546 

 

  土・日・祝日  

  日直が電話対応します。 

処理には、日数が必要な場合があります。 

※ 飼い主が明らかなペットの場合は、飼い主にご相談ください。 

市役所 ☎2964－1111 

１２ こんなことで困ったら 
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（３）放置自転車を発見したとき 

 道路で放置自転車を発見された方は、盗難自転車である可能性がありますので、

まずは、お近くの交番か狭山警察署にご連絡ください。警察署員が状況を確認し、

放置自転車に警告書を添付します。盗難被害届がでている自転車は、警察より持ち

主へ返却されます。 

 盗難被害届が出ていない自転車は、一定期間後に市民生活課へ連絡があり、撤去

します。また、放置自転車整理区域内の道路上は、委託職員が随時巡回し、整理・

撤去を行っています。 

※ アパートやマンションの敷地内や駐車場等民地上に放置された自転車につき

ましては、それぞれの管理者（所有者）で処分していただくことになります。 

 

担当：市民生活課 ☎2964－1111（内線2211～2213） 

   狭山警察署（会計課） ☎2953－0110 
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総会資料 

○○自治会 会則 

予算書・決算報告書 



 

 

 

（１）自治会規約（会則）の例 

 

 
 

 

○○地区△△区・自治会規約（会則） 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

★第１条 本会は、次に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維

持及び形成に資することを目的とする。 

（１） 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

（２） 美化・清掃等区域内の環境の整備 

（３） 集会施設の維持管理 

（４） 地域行政等への協力 

（５） その他本会の目的を達成するために必要なこと 

 

（名称） 

★第２条 本会は、○○地区△△区・自治会と称する。 

 

（事務所） 

第３条 本会の事務所は、会長の自宅に置く。 

 

第２章 会員 

 

（会員） 

第４条 本会の会員は、○○地区△△区・自治会に住所を有する世帯とする。 

２ 本会の活動を賛助する法人及び団体は、賛助会員となることができる。 

 

（会費） 

★第５条 本会の会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

1 自治会規約の例 

 

ここに示す規約は、認可地縁団体の必要事項を基に参考として作成したもので

す。 

 皆さんの地域の実情にあった規約をつくりましょう。 

 ★印の条文は、非常に重要な項目です。 
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第３章 役員及び任務 

 

（役員） 

★第６条 本会に、次の役員を置く。 

（１）会 長      １名 

（２）副会長      ○名 

（３）会 計      ○名 

（４）その他の役員   ○名 

（５）監 事      ○名 

 

（役員の選任） 

第７条 役員は、総会において会員の中から選任する。 

２ 監事と会長、副会長、会計及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

 

（役員の職務） 

★第８条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、会長があら

かじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

３ 会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿及び書類を管理する。 

４ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

（１） 本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

（２） 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

（３） 会計及び資産の状況または業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会

に報告すること。 

（４） 前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 

 

（役員の任期） 

★第９条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。 

 

第４章 総会 

 

（総会の種別） 

★第 10 条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。 

 

（総会の構成） 

★第 11 条 総会は、会員をもって構成する。ただし、班長会議をもって本会の総会に代えるこ

とができる。 
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（総会の権能） 

第 12 条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

 

（総会の開催） 

第 13 条 通常総会は、毎年度決算終了後３箇月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 

（１） 会長が必要と認めたとき。 

（２） 全会員の５分の１以上から会議の目的である事項を示して請求があったとき。 

（３） 第８条第４項第４号の規定により監事から開催の請求があったとき。 

 

（総会の招集） 

第 14 条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その請求のあっ

た日から○日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、

開会日の５日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

（総会の議長） 

第 15 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

 

（総会の定足数） 

第 16 条 総会は、会員の 2 分の 1 以上の出席がなければ、開催することができない。 

 

（総会の議決） 

★第 17 条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、

可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

（会員の表決権） 

第 18 条 会員は、総会において各々一箇の表決権を有する。 

 

（総会の書面表決等） 

第 19 条 止むを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。 

２ 前項の場合における第 16 条及び第 17 条の規定の適用については、その会員は出席した

ものとみなす。 

 

第５章 役員会 

 

（役員会の構成） 

第 20 条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。 
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（役員会の権能） 

第 21 条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 

（１） 総会に付議すべき事項 

（２） 総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（役員会の招集等） 

第 22 条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２ 会長は、役員の 2 分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったときは、その請求のあった日から○日以内に役員会を招集しなければならない。 

 

（役員会の議長） 

第 23 条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（役員会の定足数等） 

第 24 条 役員会には、第 16 条、第 17 条及び第 19 条の規定を準用する。この場合におい

て、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替

えるものとする。 

 

第 6 章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

★第 25 条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１） 別に定める財産目録記載の資産 

（２） 会費 

（３） 活動に伴う収入 

（４） 資産から生じる果実 

（５） その他の収入 

 

（資産の管理） 

第 26 条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

 

（資産の処分） 

第 27 条 本会の資産で第 25 条第 1 号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを処

分し、または担保に供する場合には、総会において○分の△以上の議決を要する。 

 

（経費の支弁） 

★第 28 条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 
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（事業計画及び予算） 

★第 29 条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経

て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、

会長は、総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出

をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

★第 30 条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作

成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３月以内に総会の承認を受けなければならない。 

 

（会計年度） 

★第 31 条 本会の会計年度は、毎年○月○日に始まり、△月△日に終わる。 

 

第 7 章 規約の変更 

 

（規約の変更） 

★第 32 条 この規約は、総会（において総会員の４分の３以上）の議決を得なければ変更する

ことはできない。 

 

第８章 雑則 

 

（備付け帳簿及び書類） 

第 33 条 本会の事務所には、規約、会員名簿、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を

示す書類その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 

（委任）  

第 34 条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の決議を経て、別に定める。 

  

附 則 

この規約は、○年○月○日から施行する。  
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（２）慶弔規程（細則）の例 

 
  

 

 

○○地区△△区・慶弔規程（細則） 

 

（目的） 
第１条 この規定は、○○地区△△区の慶弔費の支出について必要な事項を定めるものとする。 

 

 （慶事） 

第２条 会員が、地方自治の功労による勲章等の受章を受けたときは、祝い金○○○○円を支出 

 する。 

 ２ 会員が、市または公的機関より自治会活動に係る表彰を受けたときは、祝い金△△△△円

を支出する。 

 ３ 結婚、出産その他の慶事については、原則支出しないものとする。 

 

 （弔事） 

第３条 会員またはその家族が死亡した時は、香料○○○○円を支出する。 

 

 （見舞） 

第４条 会員が自治活動の実施中に受傷した場合は、次の見舞金を支出する。 

   会員が死亡した場合  △△△△円 

   ７日以上の入院  △△△△円 

   ３日以上の通院  △△△△円 

 

 （返礼） 

第５条 前三条の規定により支出した慶弔費に対する返礼は受けないものとする。 

 

 （雑則） 

第６条 この規定に定めのない事項が生じたときは、正副会長が協議の上決定するものとする。 

自治会から祝い金や弔慰金を支出する場合には、「慶弔規程」や「旅費規定」等

の細則を定めて支出の基準を明らかにすることで、誤解を避けることができます。 
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平成○○年度  ○○自治会事業計画 

月 事  業  名 内      容 

4 月 
定期総会 

春の祭礼 

決算・予算・役員･事業等の審議 

 

5 月 

第 1 回役員会 

資源回収 

日赤社員・社資募集 

市民清掃デー･夏祭りの準備 

子ども会事業への共催 

赤十字社員増強運動 

6 月 

市民清掃デーの実施 

レクリエーション大会 

社会福祉協議会会員募集 

公園・集会所等の清掃 

グラウンドゴルフ大会 

会費納入 

7 月 
第 2 回役員会 

夏祭りの実施 

防災訓練・敬老会・運動会の準備 

 

8 月 防災訓練の実施 市･連合区長会共催の防災訓練と連携 

9 月 
敬老会の実施 

霞川清掃 

  

  

10 月 

地区運動会への参加 

入間万燈まつりの参加 

秋の祭礼 

赤い羽根共同募金 

△△地区体育協会主催事業への参加 

  

  

  

11 月 レクリエーション大会 秋のハイキング 

12 月 
歳末助けあい運動の実施 

地区清掃活動 

歳末助けあい募金 

地区内道路の空き缶拾い 

１月 第 3 回役員会･反省会 新年会兼ねる 

３月 新旧役員会 総会準備及び役員事務引継ぎ 

     

随時 

市報等配布物・回覧板の配布等 

募金・自治会費等集金事務 

集会所の修理清掃活動 

地域安全活動や防犯灯の設置･管理 

ゴミ集積所の管理･環境美化活動 

衛生活動 

交通安全活動 

消防後援会活動 

班長会議 

※ この計画書に掲載されている内容が、自治会活動保険の対象となります。 

（詳しくは３０ページ） 

2 自治会事業計画書の例 

 

ここに示した事業計画はあくまでも参考です。 

みなさんの区･自治会の特色を活かしながら、みんなで考えましょう。 

日時の決まっていない行事や 

日頃行っている事業などを 

記載しておくとよいでしょう。 

56



 

 

3 自治会収支予算書・決算報告書の例 

 
（１）予算書の例 

平成○○年度 ○○自治会収支予算書（案） 

収入の部                                    （単位：円） 

項  目 本年度予算 前年度予算 比較増減額 説  明 

１ 会費 0,000,000 0,000,000 0,000,000 0,000 円×○○世帯 

２ 市補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①防犯灯維持管理費補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 ○○灯 分 

 ②自治会活動保険加入費補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 保険料の 1/2 

 ③集会所土地借上料補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ④市民清掃デー実施団体補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ⑤資源再利用奨励補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 資源回収 

３自治会報償金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 市からの協力謝礼 

４繰越金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 前年度繰越金 

５雑収入 0,000,000 0,000,000 0,000,000 預金利子等 

合   計 0,000,000 0,000,000 0,000,000  
 

支出の部 

項  目 本年度予算 前年度予算 比較増減額 説  明 

１ 会議費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

２ 事業費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①交流促進事業 000,000 000,000 000,000 桜まつり、夏まつり費用 

 ②敬老事業 000,000 000,000 000,000 敬老会 

 ③体力増進事業 000,000 000,000 000,000 運動会 

 ④地域安全推進事業 000,000 000,000 000,000 防犯パトロール 

３ 集会所管理費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①維持管理費 000,000 000,000 000,000 集会所光熱水費 

 ②賃借料 000,000 000,000 000,000 土地借上料 

４ 防犯灯管理費 0,000,000 0,000,000 0,000,000 防犯灯電気料 

５ 分担金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 体育協会、交通安全協会 

６ 事務費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①消耗品費 000,000 000,000 000,000 事務用消耗品 

 ②通信運搬費 000,000 000,000 000,000 郵送料 

 ③印刷製本費 000,000 000,000 000,000  

 ④役務費 000,000 000,000 000,000 自治会活動保険料 

７ 慶弔費 000,000 000,000 000,000 見舞金 

８ 交際費 000,000 000,000 000,000 会長交際費 

９ 役員報償金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

10 積立金 000,000 0,000,000 0,000,000 倉庫購入積立金 

11 予備費 00,000 00,000 00,000  

合   計 0,000,000 0,000,000 0,000,000  
  

上記のとおり提案いたします。 

 平成○○年○月○日            ○○自治会 会長 ×××× ㊞ 
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（２）決算報告書の例 

平成○○年度 ○○自治会収支決算報告書 

収入の部                                    （単位：円） 

項  目 本年度予算 前年度予算 比較増減額 説  明 

１ 会費 0,000,000 0,000,000 0,000,000 0,000 円×○○世帯 

２ 市補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①防犯灯維持管理費補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 ○○灯 分 

 ②自治会活動保険加入費補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 保険料の 1/2 

 ③集会所土地借上料補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ④市民清掃デー実施団体補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ⑤資源再利用奨励補助金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 資源回収 

３自治会報償金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 市からの協力謝礼 

４繰越金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 前年度繰越金 

５雑収入 0,000,000 0,000,000 0,000,000 預金利子等 

合   計 0,000,000 0,000,000 0,000,000  
 

支出の部 

項  目 本年度予算 前年度予算 比較増減額 説  明 

１ 会議費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

２ 事業費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①交流促進事業 000,000 000,000 000,000 桜まつり、夏まつり費用 

 ②敬老事業 000,000 000,000 000,000 敬老会 

 ③体力増進事業 000,000 000,000 000,000 運動会 

 ④防犯事業 000,000 000,000 000,000 防犯パトロール 

３ 集会所管理費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①維持管理費 000,000 000,000 000,000 集会所光熱水費 

 ②賃借料 000,000 000,000 000,000 土地借上料 

４ 防犯灯管理費 0,000,000 0,000,000 0,000,000 防犯灯電気料 

５ 分担金 0,000,000 0,000,000 0,000,000 体育協会、交通安全協会 

６ 事務費 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

 ①消耗品費 000,000 000,000 000,000 事務用消耗品 

 ②通信運搬費 000,000 000,000 000,000 郵送料 

 ③印刷製本費 000,000 000,000 000,000  

 ④役務費 000,000 000,000 000,000 自治会活動保険料 

７ 慶弔費 000,000 000,000 000,000 見舞金、香料 

８ 交際費 000,000 000,000 000,000 会長交際費 

９ 役員報償金 0,000,000 0,000,000 0,000,000  

10 積立金 000,000 0,000,000 0,000,000 倉庫購入積立金 

11 予備費 00,000 00,000 00,000  

合   計 0,000,000 0,000,000 0,000,000  
   

収入合計 0,000,000 円 － 支出合計 0,000,000 円 ＝ 差引残額 000,000 円 

  差引残額 0,000,000 円は、次年度に繰り越します。 

 上記のとおり報告いたします。 

 平成○○年○月○日                ○○自治会 会長 ×××× ㊞ 

                                会計 ×××× ㊞ 
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（３）監査報告の例 

 ① 決算報告書の末尾につける場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ② 別途監査報告書を作成する場合  

 

監 査 報 告 書 

 平成○○年度○○自治会会計、平成○○年度○○自治会××事業会計、○○自治会コミ

ュニティ倉庫修繕等積立金について、平成○○年○月○日に監査したところ、収入支出と

もに適正に執行されており、諸帳簿も適正に処理されていることを認めます。 

 

平成○○年○月○日 

                             ○○自治会 

                               監事 ×××× ㊞ 

                               監事 ×××× ㊞ 

 

 

 

 

平成○○年○月○日に関係書類を監査したところ、収支は適正であることを認めます。 

平成○○年○月○日                      監事 ×××× ㊞ 

                               監事 ×××× ㊞ 

59



 

 

 
  

 

 

 

 

① 何を作成するのかを明確にします。 

  全てを書くとかえって分かりにくくなるときは、主なものを一つあげます。 

 

② 対象となる方を明確にします。 

  年齢が関係する場合は、例文のように基準日を明確にし、いつの生年月日が対

象なのかを付記します。 

 

③ 収集の目的を明記します。 

  また、自治会としてその情報をほかにも使うことを予定している場合は、それ 

 が何であるのかもはっきり記述しておきます。 

 

④ 回収する方法を記載しておきます。 

  また、みだりに色々な人が情報に触れないように配慮します。 

 

⑤ 個人情報を収集する場合は、目的を明記し、それ以外に使用しないことが前提 

 となります。 

  集めた側も注意して取り扱うことを徹底しましょう。 

 

⑥ 敬老会の名簿等をつくるときには、家族など相談できる相手（連絡がつく人）

も併せて調べておきましょう。 

  高齢の方の中には、自分で予定を管理するのが苦手な方や、家族に予定を伝え

忘れてしまう方もいるので、本人以外の情報が役立つこともあります。 

4 個人情報取り扱い例 

 

自治会活動を行う上で、個人情報を集める必要がある場合は、以下の点に注意を

して依頼文を作成しましょう。 
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平成× ×年× ×月× ×日 

 

 ○○自治会会員 様 

 

○○自治会 

会長 □□□□ 

 

   敬老会名簿の作成のための個人情報の収集について（依頼） 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、○○自治会では本年度も敬老会を開催する運びとなりました。 

つきましては、対象となる方を把握するため、ご多用の折とは存じますが、ご協力

くださいますようお願いします。 

 

記 

 

  １．内 容   平成××年 3 月 31 日現在で、77 歳以上の方 

    （昭和××年 4 月 1 日以前に生まれた方） 

          ※ 敬老会のご案内を出す際に使う他、災害発生時 

           や防災訓練の際の資料として使用します。 

  ２．回答方法  下記「連絡票」に記入し、組毎に副会長に提出 

          ※ 封筒に入れて提出しても構いません。 

  ３．期 日   平成××年 6 月 1 日まで 

 

 ※ お預かりした個人情報は目的にのみ利用し、第三者への提供はしません。 

 

           連絡先 ○○自治会事務局 □□□□ 

                                   ℡ 04-△ △ △ △-△ △ △ △ 

 

連絡票     ※ 車椅子の方は、「氏名」を○で囲んでください。 

回

答

者 

氏 名 

（自治会員） 
 電話番号  

住 所  対象者数 人 

対象者 

氏名            年齢     性別（ 男 ・ 女 ） 

氏名            年齢     性別（ 男 ・ 女 ） 

氏名            年齢     性別（ 男 ・ 女 ） 

欄が足りない場合は、裏面にご記入ください。 

（ 切り取り線 ） 
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① 相手方（来賓）が日程調整しやすいよう、概ね 1 ヶ月前には発送します。 

 

② 「時候のあいさつ」があると丁寧です。 

 

③ 会議の開始時刻と終了予定時刻を記載します。 

 （相手方が日程を調整しやすくなります） 

 

④ 会場の住所を記載します。 

  電話番号がある場合は、それも記載するとより丁寧です。 

 

⑤ 特別な予定（会員の表彰等）がある場合や、その年だけの特別な内容（施設の

改修等）がある場合は記載しておきます。 

 

⑥ 会議中に来賓にあいさつ等をしてほしい場合は、書き添えます。 

 

⑦ 会議終了後の研修会に相手方を招待したい場合は、その旨記載します。 

 

⑧ いつまでに連絡が欲しいかを明記します。 

 

⑨ 連絡先を明記します。 

  連絡先が区長・会長であっても、相手方がすぐに連絡先（電話番号）がわかる 

 とは限りません。 

 

⑩ 当日、急に連絡を取る必要ができた場合にすぐ連絡がつくよう、携帯電話や会 

場の電話番号等を記載します。 

5 会議開催通知の例 

 

自治会から市長などに来賓者として出席を依頼する場合は、受け取った相手方が効

率的に日程調整を行えるよう、ある程度情報を載せるようにします。 

以下の点に注意して、開催通知を作成しましょう。 
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平成××年××月××日 

 

  入間市長 田中龍夫 様 

 

○ ○ 自 治 会 

会長 □ □ □ □ 

 

○○自治会定期総会の開催について（ご案内） 

 早春の候、貴方様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し 

上げます。 

 日頃は○○自治会の活動にご理解ご協力を賜り、誠にありがとうござい 

ます。 

 さて、当自治会の定期総会を下記により開催いたします。 

 ご多用の折とは存じますが、ご出席くださいますよう、ご案内申し上げ 

ます。 

 

記 

 

  １．と き   平成××年４月１日 午後３時～５時 

 

  ２．ところ   入間市公会堂（入間市 豊岡一丁目 16－１） 

 

  ３．内 容   （１）役員改選について 

          （２）平成××年度事業計画及び予算について 

          （３）入間市公会堂の改修について 

          （４）その他 

 

  ４．その他   総会にてご祝辞を賜りたく、よろしくお願いいた 

         します。 

          総会終了後、懇親会（会費○○○○円）を総会会場 

         にて開催します。 

 

  ※ 準備の都合上、××月××日までに下記連絡先へ出欠の連絡を  

お願いします。 

 

               連絡先 ○○自治会事務局 □□□□ 

                                        ℡ 04-△△△△-△△△△ 

                                        ℡090-△△△△-△△△△（当日） 
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① 誰に向けた文章かをはっきりさせます。 

  「各位」だけでは「皆様」の意味ですので、役員対象なのか、特定の役職の人

だけなのか、自治会員全員に宛てたものなのか分かるようにします。 

 

② 「各位」はそれだけで敬意が含まれていますので、「各位様」「～様各位」等の 

表記はしません。 

 

③ 「班長会議」や「総会」等の会議名称だけでなく、「平成○○年度」「第○○回」 

を記載します。 

  対象が多い場合は、受取側が前年度の通知文と混同するケースもありますので、 

注意します。 

 

④ 簡素にするため、時候の挨拶として「時下」（「この頃」の意）を使用します。 

 

⑤ 出欠の連絡などの手続き（誰に、いつまで）を記載します。 

  主催者側としては「いつものことだから大丈夫だろう」と感じますが、組長や 

一般会員の方は戸惑うことがあります。 

 

⑥ 集金や物の受け渡しがある場合は、いつ、そのやりとりをするのかを明記しま

す。 

6 会員へのお知らせ文書の例 

 

 

自治会員へ案内や通知を出す場合は、来賓よりも簡素なもので大丈夫です。 

いつ、どこで、何を、何のために開催するのか明確になるように作成しましょう。 
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平成××年××月××日 

 

 ○○治会各組長 様 

 

○○自治会 

会長 □ □ □ □ 

 

平成××年度 第○○回組長会議の開催について（通知） 

 時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 標記の件について、下記のとおり開催します。 

 ご多用の折とは存じますが、参加くださいますようお願いします。 

 

記 

 

  １．と き   平成××年２月１日 午後３時～５時 

 

  ２．ところ   入間市公会堂 

 

  ３．内 容   （１）新年度に向けて 

          （２）さくら祭り打ち合わせ 

 

  ４．その他   会議終了後、組長交流会（新年会）を行います。 

          会費は○○○○円です。 

 

 

 

  ※ 準備の都合上、××月××日までに地域を担当する副会長まで 

   組長会議と組長交流会の出欠をご連絡ください。 

    ※ 組長交流会の会費は、当日集金します。 

 

 

 

            連絡先 ○○自治会事務局 □□□□ 

                                     ℡ 04-△△△△-△△△△ 

                                      ℡090-△△△△-△△△△（当日） 
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◆ 自治会関連スケジュール ◆ 

 

 

◆ 前年度 ◆ 

３月  末日  □各区・自治会役員名簿 提出 〆切り 

 ※５月の区長・副区長全体会議で配布する名簿を作成するため、

早い〆切りとなっています。 

□自治会活動保険加入費補助金 申請 〆切り 

 ※契約の始期と支払いの両方が３月３１日までのもの 

 

◆ 本年度 ◆ 

４月  １日  □自治会活動保険加入費補助金 申請 受付開始 

 ※契約の始期・支払日のいずれかが４月１日以降のもの 

 上中旬  □各地区区長会 総会 

 中旬   □区長等バッヂ 購入申込み 〆切り 

□防犯街頭啓発活動キャンペーン 

□振り込め詐欺被害防止啓発活動 

 下旬  □連合区長会 臨時総会（各地区区長会正副会長） ※１ 

 末日  □次年度集会所等建設費補助金要望 〆切り 

    

５月    □日本赤十字社 社資募集（～５月末日） 

 中旬  □連合区長会 市政概要説明会（各地区区長会正副会長） 

 下旬  □連合区長会 区長・副区長全体会議 

    

６月   □社会福祉協議会 会員募集（～７月末日） 

 第一日曜  □市民清掃デー 

 上旬  □自治会報償金（前期） 支払日 

 中旬  □防犯街頭啓発活動キャンペーン 

□振り込め詐欺被害防止啓発活動 

 下旬～  □各地区視察研修 

 末日  □シラコバト賞 推薦 〆切 

 

  入間市連合区長会、入間市の行事等のうち、自治会が関連する主な日程を紹介します。 

  ここに掲げたもの以外にも、連合区長会・各地区区長会が関係する事業や市からの 

 依頼事項があります。 
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７月 初旬  □防災訓練第１回全体会議（市対応訓練対象自治会） 

 中旬～  □夏祭り 

    

８月 初旬  □防災訓練第２回全体会議（市対応訓練対象自治会） 

 上中旬  □入間市福祉大会 

 中旬  □振り込め詐欺被害防止啓発活動 

□技能功労被表彰候補者推薦 〆切り（各地区区長会長） 

中下旬  □入間市防災訓練 

    

９月 中旬～  □敬老会 

 中下旬  □各地区区長会 会議 ※２ 

    

１０月 １日   □自治会加入世帯数調査 基準日 

□社会福祉協議会 赤い羽根共同募金募集（～１０月末日） 

 中旬  □防犯街頭啓発活動キャンペーン 

□振り込め詐欺被害防止啓発活動 

 下旬  □入間万燈まつり 

 末日  □自治会加入世帯数調査 〆切り 

    

１１月 初旬  □防犯灯リストのチェック 〆切り 

※防犯灯維持管理費補助金の対象把握と兼ねています 

□入間市国民保護訓練（対象自治会のみ） 

    

１２月   □社会福祉協議会 地域歳末たすけあい共同募金募集 

 （～１２月末日） 

 初旬  □防犯灯維持管理費補助金交付申請書 〆切り 

 中旬  □年末年始特別警戒 出陣式（入間市駅前） 

□防犯街頭啓発活動キャンペーン 

□振り込め詐欺被害防止啓発活動 
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１月 １日  □新春初日の出の会（農村環境改善センター） 

 上旬  □入間市表彰式（対象者） 

 中旬  □連合区長会 臨時総会（各地区正副会長） ※３ 

□各地区区長会 会議等 

 下旬  □次年度市報配布日程の内示 

※各地区区長会会議で告知の予定 

    

２月 中旬  □自主防犯ボランティア関係団体調査 〆切り 

□防犯街頭啓発活動キャンペーン 

□振り込め詐欺被害防止啓発活動 

    

３月 初旬  □自治会報償金（後期） 支払日 

 中旬  □自主防災組織整備事業補助金 報告等提出 〆切り 

 中下旬  □次年度集会所建設費補助金 交付内定 

 末日  □各区・自治会役員名簿 提出〆切り 

□自治会活動保険加入費補助金 申請 〆切り 

※契約の始期と支払いの両方が３月３１日までのもの 

 いずれかが４月１日以降のものの申請は次年度です。 

 

◆ 次年度 ◆ 

４月  １日  □自治会活動保険加入費補助金 申請 受付開始 

 ※契約の始期・支払日のいずれかが４月１日以降のもの 

 上中旬  □各地区区長会 総会 

 中旬   □区長等バッヂ 購入申込み 〆切り 

□防犯街頭啓発活動キャンペーン 

□振り込め詐欺被害防止啓発活動 

 下旬  □連合区長会 臨時総会（各地区区長会正副会長） ※１ 

 末日  □次年度集会所等建設費補助金要望 〆切り 
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※１ ４月の連合区長会臨時総会にて、広報の配布日程や同時配布物の予定について

の説明があります。 

 

※２ １０月１日付の自治会世帯数調査の依頼を行います。 

 

※３ １月の連合区長会臨時総会にて、年度の切り替わり時の各種提出物の説明を行

います。 

 

◆ 各地区区長会の区長会議の回数は、それぞれの地区毎に異なります。 

 

◆ 市からの依頼事項は、基本的に以下の順で連絡を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
入
間
市 

入間市連合区長会 

（臨時総会・役員会） 

各地区区長会 

（４，９，１月など） 

単位区・自治会 
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◆ 入間市の自治会加入世帯数と加入率 ◆ 
 

地区名 項 目 
平成 

10 年度 

平成 

15 年度 

平成 

20 年度 

平成 

22 年度 

平成 

23 年度 

平成 

24 年度 

豊 岡 

地区内世帯数 19,069  21,154  22,409  22,982  23,083  22,990  

加入世帯数 14,612  15,309  15,623  15,653  15,796  15,867  

加入率 76.6% 72.4% 69.7% 68.1% 68.4% 69.0% 

人口（人） 54,454  56,050  55,736  55,782  55,456  55,255  

東金子 

地区内世帯数 5,960  6,411  6,759  6,895  6,928  6,883  

加入世帯数 5,104  5,142  5,182  5,141  5,135  5,166  

加入率 85.6% 80.2% 76.7% 74.6% 74.1% 75.1% 

人口（人） 17,967  17,825  17,596  17,410  17,319  17,096  

金 子 

地区内世帯数 3,029  3,451  3,721  3,756  3,764  3,740  

加入世帯数 2,619  2,832  2,872  2,829  2,805  2,771  

加入率 86.5% 82.1% 77.2% 75.3% 74.5% 74.1% 

人口（人） 10,154  10,686  10,656  10,411  10,323  10,237  

宮寺・ 

二本木 

地区内世帯数 3,243  3,614  4,145  4,253  4,310  4,312  

加入世帯数 2,878  3,069  3,303  3,325  3,325  3,321  

加入率 88.7% 84.9% 79.7% 78.2% 77.1% 77.0% 

人口（人） 10,196  10,461  11,225  11,221  11,218  11,202  

藤 沢 

地区内世帯数 11,327  12,470  13,441  13,861  14,065  14,168  

加入世帯数 9,276  9,646  9,833  9,998  9,974  10,012  

加入率 81.9% 77.4% 73.2% 72.1% 70.9% 70.7% 

人口（人） 32,249  33,159  33,801  34,404  34,595  34,732  

西 武 

地区内世帯数 7,178  7,917  8,338  8,683  8,805  8,852  

加入世帯数 5,858  6,211  6,267  6,325  6,360  6,403  

加入率 81.6% 78.5% 75.2% 72.8% 72.2% 72.3% 

人口（人） 21,206  21,648  21,409  21,673  21,667  21,639  

合 計 

地区内世帯数 49,806  55,017  58,813  60,430  60,955  60,945  

加入世帯数 40,347  42,209  43,080  43,271  43,395  43,540  

加入率 81.0% 76.7% 73.2% 71.6% 71.2% 71.4% 

人口（人） 146,226  149,829  150,423  150,901  150,578  150,161  

 

平成 10 年度と 15 年度は 11 月１日、平成 20 年度以降は 10 月 1 日が基準日です。 
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◇ 自治会加入率の推移 ◇ 

 

◇ 自治会加入世帯数の推移 ◇ 

 

◇ 加入世帯数と加入率 ◇ 

 「こんなに頑張っているのに、なぜ加入率が上がらないのだろう」という問い合わせが 

よくあります。しかし実際は、加入世帯数自体は市全体でも微増の傾向にあります。 

 ここのところ、一緒に住んでいても生計は別という理由から、住民登録の上では世帯を

分ける手続き（世帯分離）が増える傾向にあります。 

ところが、自治会加入率は「自治会の加入世帯数÷地域の住民登録上の世帯数」で計算

しているため、住民登録上の世帯数が増えると分母の数が増え、自治会加入率が下がって

しまうのです。 

 入間市においても、平成 10 年度と平成 24 年度を比較すると人口の増加は 3,935 人

であるのに対して、世帯数は 11,139 世帯の増加、自治会加入世帯数は 3,193 世帯の  

増加となっています。 
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◆ 自治会関連連絡先一覧 ◆ 

内 容 担当部署 内 線 関連ページ 

自治会活動全般  

 入間市連合区長会事務局 自治文化課 内 2142 22 

 豊岡地区区長会事務局 自治文化課 内 2142 23 

 東金子地区区長会事務局 東金子支所 2964-0111 23 

 金子地区区長会事務局 金子支所 2936-0111 23 

 宮寺・二本木地区区長会事務局 宮寺支所 2934-2002 23 

 藤沢地区区長会事務局 藤沢支所 2964-1278 23 

 西武地区区長会事務局 西武支所 2932-1171 23 

 連合区長会のイベント用品貸出 自治文化課 内 2142 24 

 ①自治会報償金 自治文化課 内 214２ 29 

 ②自治会活動保険加入費補助金 自治文化課 内 214２ 30 

 ③地域活動傷害見舞金制度 自治文化課 内 214２ 31 

集会所の運営  

 ①集会所土地借上料補助金 自治文化課 内 214２ 33 

 ②集会所建設費補助金 自治文化課 内 2142 33 

防 犯  

 ①防犯灯の設置 防災防犯課 内 2154 34 

 ②防犯灯維持管理費補助金 防災防犯課 内 2154 34 

防 災  

 ①自主防災訓練の助成 防災防犯課 内 2154 35 

環境美化  

 ①市民清掃デー 総合クリーンセンター 2934-5546 36 

 ②資源再利用奨励補助金 総合クリーンセンター 2934-5546 36 

 ③ごみ集積所の設置・修理 総合クリーンセンター 2934-5546 36 

 ④蜂防護服の貸出し 環境課 内 3222 37 

 ⑤衛生自治会 環境課 内 3222 37 
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入間市役所 ☎2964-1111 

 

内 容 担当部署 内 線 関連ページ 

敬老会  

 
①敬老会 

高齢者福祉課 内 1342 
38 

社会福祉協議会 2963-1014 

高齢者の介護・福祉・医療  

 ①地域包括支援センター 地区ごとに設置。詳しくは ⇒ 39 

 ②高齢者等見守りネットワーク 高齢者福祉課 内 1342 40 

道 路  

 ①道路などの照明灯  

  ・防犯灯 管理は自治会（設置相談は防災防犯課） 41 

  ・道路照明灯 市民生活課 内 2213 42 

  ・公園灯・公園管理等 みどりの課 内 4275 42 

  ・その他の照明 その照明灯の所有者 43 

 ②交通安全・交通標識・カーブミラー 市民生活課 内 2213 43 

 
③道路の補修・陥没箇所の報告・水路 道路管理課 

内 2311 

・2315 
43 

自治会名義の不動産登記  

 ①認可地縁団体 自治文化課 内 2141 44 

入間市との連携  

 ①市民提案型協働事業 自治文化課 内 2141 45 

他団体との連携・協力  

 ①市内ＮＰＯの紹介 市民活動センター 296４-2511 46 

その他  

 東京電力の電柱・電線 0120-995-442 47 

 ＮＴＴ東日本の電柱 １１3 （携帯電話からは 0120-444-113） 47 

 
道路の犬猫の死体 

総合クリーンセンター 

（土日祝日は市役所） 
2934-5546 47 

放置自転車 市民生活課 内 2213 48 
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